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．
謹
ん
で
平
成
十
一
年
の
新
春
に
あ
た
り
、
お
慶
び

申
し
上
げ
ま
す
。
世
界
平
和
、
各
宗
派
各
教
団
の
皆

様
方
の
ご
健
勝
を
ご
祈
念
致
し
て
お
り
ま
す
。

　
お
か
げ
さ
ま
を
も
ち
ま
し
て
、
昨
年
の
一
月
二
十

九
日
、
全
日
本
仏
教
会
会
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
て
、

皆
様
方
の
ご
協
力
ご
支
援
の
も
と
、
は
や
一
年
が
経

過
い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
の
澗
、
十
月
に
は
第
二
十
回
世
界
仏
教
徒
会
議

シ
ド
ニ
ー
大
会
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
開
催

さ
れ
、
各
国
の
仏
教
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
現
状
を
語
り
、

お
の
お
の
の
立
場
か
ら
諸
問
題
に
対
し
て
真
剣
に
取

り
組
ん
で
お
ら
れ
る
こ
と
を
、
目
の
当
た
り
に
し
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
は
仏
教
文
化
交
流
の
面
か
ら
も
、

国
際
社
会
理
解
の
観
点
か
ら
も
大
変
意
義
深
い
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
全
日
本
仏
教
会
の
活
動
に
つ

い
て
一
つ
の
方
向
性
を
示
唆
し
て
お
り
ま
す
。

　
現
在
、
全
世
界
が
政
治
経
済
の
混
迷
に
陥
っ
て
お

っ

て

全
日
本
仏
教
会
会
長

り
、
わ
が
国
も
ま
た
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に

長
期
に
亘
る
景
気
低
迷
は
深
刻
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
は
年
を
追
う
ご
と
に
、
様
々
な
社
会
問
題
が

生
じ
、
青
少
年
非
行
は
著
し
く
年
少
化
の
傾
向
を
た

ど
り
、
凶
悪
な
犯
罪
事
件
は
多
面
化
し
、
あ
と
を
絶

え
ま
せ
ん
。

　
そ
の
要
因
と
し
て
、
我
々
の
生
活
は
物
質
的
に
は

豊
か
に
な
る
反
面
、
精
神
面
に
お
い
て
は
何
を
信
頼

す
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
ず
に
、
人
々
が
混
沌
と
し

た
不
安
な
社
会
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。

　
新
時
代
を
む
か
え
る
に
あ
た
り
、
今
後
ま
す
ま
す

こ
こ
ろ
の
豊
か
さ
が
問
わ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
つ
つ
、

我
々
仏
教
界
は
自
ら
を
律
し
、
お
互
い
努
力
精
進
す

べ
く
、
決
意
を
新
た
に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
各
位
の
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
ご
多
幸
を
お
祈
り
申

し
上
げ
、
年
頭
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

『
一

薗

財
団
法
人
　
全
日
本
仏
教
会

△置

長

副
会
長

｛
理
事
長

『

理

事

事
務
総
長

濱
野
　
堅
照

清
水
谷
孝
尚

河
野
　
憲
善

岩
田
　
文
有

奈
良
　
康
明

不
破

一蓮

仁同
清
典

事
務
総
局
職
員
一
同
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新
春
に
あ
た
り
、
謹
ん
で
年
頭
の
ご
挨
拶
を
申
し

上
げ
ま
す
。

　
本
会
加
盟
の
各
宗
派
、
都
道
府
県
仏
教
会
、
各
団

体
の
各
位
に
は
、
仏
教
興
隆
と
本
会
発
展
の
上
に
勇

健
ご
精
進
の
こ
と
衷
心
よ
り
敬
意
と
謝
意
を
表
す
る

次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
今
日
の
日
本
を
取
り
ま
く
内
外
の
状
況
は
、

繁
栄
の
反
面
、
激
動
と
混
沌
の
中
に
あ
っ
て
ま
さ
に

末
法
濁
世
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
う

し
た
現
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
本
会
の
使
命
は
益
々
重

く
、
一
切
道
俗
も
ろ
と
も
に
篤
く
三
宝
に
帰
依
し
て
、

求
道
者
と
し
て
立
ち
上
が
る
こ
と
が
待
た
れ
て
い
る

と
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
W
F
B
世
界
仏
教
徒
会
議
第
二
十
回
シ
ド
ニ
ー
大

会
は
、
昨
秋
「
仏
教
と
二
十
一
世
紀
の
課
題
」
を
テ

ー
マ
と
し
て
、
シ
ド
ニ
ー
郊
外
ウ
ー
ロ
ン
ゴ
ン
の
仏

全
日
本
仏
教
会
理
事
長

仁

光
山
南
天
寺
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
本
会
か
ら
濱
野

会
長
は
じ
め
百
余
名
の
代
表
団
が
こ
れ
に
参
加
し
、

世
界
の
仏
教
徒
と
交
流
を
深
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
つ
ぎ
に
本
会
が
積
年
に
亘
り
主
要
事
業
と
し
て
取

り
組
ん
で
き
ま
し
た
釈
尊
ご
生
誕
地
ル
ン
ビ
ニ
ー
園

マ
ヤ
堂
の
復
興
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
昨
年
夏

以
来
本
会
と
相
手
側
ネ
パ
ー
ル
国
L
D
T
と
の
間
に

お
い
て
、
提
言
を
含
め
た
書
簡
の
交
換
を
た
び
重
ね
、

ま
た
旧
冬
十
二
月
初
旬
に
は
ネ
パ
ー
ル
国
に
お
い
て

開
催
さ
れ
た
世
界
仏
教
徒
サ
ミ
ッ
ト
に
、
本
会
ル
ン

ビ
ニ
ー
委
員
会
代
表
を
派
遣
し
、
双
方
の
主
要
な
論

点
に
つ
い
て
の
詰
め
と
今
後
の
復
興
工
事
へ
の
道
を

つ
け
る
協
議
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。

　
本
会
の
使
命
円
成
と
更
な
る
飛
躍
へ
の
新
し
い
年

と
な
り
ま
す
よ
う
、
各
位
の
一
層
の
ご
教
示
ご
支
援

を
念
願
い
た
し
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

全日本仏教会

無料法律相談室

　
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
長
谷
川
正
浩
弁
護
士

に
よ
る
、
本
会
関
係
者
を
対
象
と
し
た
無
料
法

律
相
談
室
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
相
談
内
容
は
、
寺
院
運
営
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、

税
務
、
一
般
民
事
等
、
ご
自
由
で
す
が
、
現
在
、

宗
教
法
人
法
の
改
定
に
伴
い
、
相
談
件
数
が
増

え
て
い
ま
す
。
相
談
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、

必
ず
電
話
で
予
約
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

日
時

場
所

予
約

原
則
と
し
て
毎
月
第
二
・
第
四
木
曜
日

午
後
一
時
～

明
照
会
館

　
　
（
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
－
七
－
四
）

全
日
本
仏
教
会
事
務
総
局

　
　
　
〇
三
i
三
四
三
七
一
九
二
七
五
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平
成
十
年
度
教
化
セ
ミ
ナ
ー

　　

昼
V
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
（
上
）

　
十
一
月
十
入
日
午
後
一
時
半
か
ら
、
東
京
築
地
本

願
寺
第
二
伝
道
会
館
を
会
場
に
、
加
盟
団
体
の
僧
侶

約
百
二
十
名
の
参
加
の
下
、
平
成
十
年
度
教
化
セ
ミ

ナ
ー
「
葬
儀
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
」
を
開
催
し
た
。

　
近
年
、
葬
儀
に
関
し
て
様
々
な
問
題
が
提
起
さ
れ

て
お
り
、
仏
教
者
の
視
点
で
問
題
点
を
整
理
し
、
解

決
策
を
模
索
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
、
こ
う
し
た
問

題
に
造
詣
が
深
い
次
の
四
名
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
々

に
出
席
戴
き
、
発
題
・
討
論
・
提
言
の
順
序
で
問
題

解
決
を
模
索
し
て
戴
い
た
。

　
曹
洞
宗
教
化
研
修
所
講
師
　
中
野
東
禅
師
（
曹
洞

宗
竜
宝
寺
住
職
）
、
大
阪
大
学
人
間
科
学
部
教
授

大
村
英
昭
師
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
聖
霊
寺
前
住
職
）
、

碑文谷創氏中野東禅師

冠
婚
葬
祭
会
社
相
談
役
で
『
納
棺
夫
日
記
』
の
著
者
、

青
木
新
門
並
、
葬
儀
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
葬
祭
文
化

に
関
す
る
専
門
雑
誌
『
S
O
G
I
』
編
集
長
　
碑
文

谷
創
氏
。
紙
面
の
都
合
で
要
約
し
掲
載
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
責
　
社
会
部
）

　
　
発
題
の
部

　
青
木
新
門
氏
　
故
郷
の
富
山
で
、
冠
婚
葬
祭
会
社

に
就
職
し
、
従
来
は
身
内
の
仕
事
だ
っ
た
遺
体
を
清

め
て
御
壷
に
納
め
る
「
納
棺
夫
」
の
仕
事
を
専
門
に

し
て
い
た
が
、
あ
る
き
っ
か
け
か
ち
真
摯
に
取
り
組

む
よ
う
に
な
り
、
葬
儀
の
世
界
を
冷
静
に
見
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　
葬
儀
の
実
態
は
、
仏
式
で
も
日
本
古
来
の
神
道
的
、

儒
教
的
な
も
の
と
仏
教
的
な
も
の
が
複
合
化
し
混
沌

と
し
て
い
る
。
経
済
成
長
に
連
れ
て
祭
壇
が
華
美
に

な
り
、
遺
影
と
い
う
生
前
の
写
真
が
大
き
く
な
っ
て

御
本
尊
が
何
処
か
に
行
っ
て
し
ま
い
、
亡
き
人
を
偲

ぶ
会
と
化
し
、
お
経
が
B
G
M
化
し
流
れ
る
中
を
参

列
者
が
焼
香
す
る
様
に
な
り
信
仰
が
薄
れ
た
。

　
気
が
付
く
と
、
都
会
で
は
葬
儀
社
が
僧
侶
の
派
遣

業
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
バ
ブ
ル
末
期
に
は
、
生

れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
間
を
絶
対
の
価
値
と
見
る
社

会
へ
と
変
節
し
、
葬
儀
は
遺
影
写
真
中
心
、
法
名
（
戒

名
）
は
現
世
の
名
誉
や
欲
望
を
反
映
し
た
も
の
と
な

っ
て
、
信
仰
と
の
関
わ
り
が
無
く
な
っ
て
行
っ
た
。

　
感
覚
的
な
格
好
良
さ
で
教
会
の
結
婚
式
が
賑
わ
っ

て
い
る
が
、
葬
儀
の
世
界
も
同
じ
で
、
信
仰
心
が
失

わ
れ
た
。
会
葬
者
も
、
急
ぎ
焼
香
し
帰
る
だ
け
で
、

僧
侶
の
方
々
を
後
ろ
か
ら
拝
見
し
て
い
る
と
、
裸
の

王
様
の
麗
な
気
さ
え
す
る
。

　
碑
文
谷
創
氏
　
文
化
は
人
の
死
を
含
め
て
存
在
す

る
と
い
う
見
方
か
ら
「
S
O
G
I
」
と
い
う
葬
祭
専

門
雑
誌
を
出
版
し
て
来
た
。
人
が
死
ん
で
葬
儀
が
あ

り
、
葬
儀
だ
け
が
独
立
し
て
存
在
し
な
い
の
に
、
そ

こ
が
曖
昧
な
為
に
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
高
齢
化

・
ガ
ン
告
知
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
問
題
等
か
ら
死

の
問
題
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
、
現
代
医
療
へ

の
不
信
感
も
出
現
し
死
は
タ
ブ
ー
で
な
く
な
っ
た
。

　
墓
は
家
墓
で
あ
り
承
継
を
前
提
と
し
て
来
た
が
、

少
子
化
・
核
家
族
化
で
跡
継
ぎ
問
題
等
が
出
て
、
散

骨
等
の
問
題
に
発
展
し
た
。
葬
儀
は
社
会
儀
礼
偏
重

で
拡
大
し
た
が
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
で
意
識
が
逆
転

し
死
も
葬
儀
も
個
人
的
な
も
の
と
な
り
小
型
化
し
葬

儀
料
・
お
布
施
も
下
落
し
た
。
亡
者
を
あ
の
世
に
送

る
宗
教
儀
礼
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
き
た
葬
儀
が
高
齢

化
で
亡
者
と
の
別
れ
の
儀
礼
と
な
っ
た
。
社
会
の
上

昇
指
向
も
薄
れ
、
良
い
戒
名
を
求
め
る
事
も
減
り
、

そ
の
為
の
お
寺
と
の
寄
付
等
の
付
き
合
い
を
拒
否
す

る
様
に
な
っ
た
。

一4一
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大村英昭師青木新門氏

　
戒
名
を
望
む
気
持
ち
の
中
の
、
あ
の
世
に
死
者
を

送
り
そ
の
冥
福
を
祈
る
思
い
も
薄
れ
、
消
費
者
意
識

が
高
ま
り
宗
教
儀
礼
に
対
す
る
価
値
も
解
か
ら
な
く

な
り
葬
儀
料
や
特
に
僧
侶
へ
の
お
布
施
が
高
い
と
の

批
判
も
強
ま
っ
た
。
入
十
歳
以
上
の
高
齢
者
の
葬
儀

が
四
割
を
越
え
葬
儀
が
明
る
く
な
っ
た
一
方
で
葬
儀

は
厳
か
で
悲
し
く
な
け
れ
ば
と
い
う
問
題
か
ら
悲
嘆

と
い
う
面
で
遺
族
は
孤
立
し
た
。

　
親
族
や
地
域
住
民
で
葬
儀
が
行
わ
れ
遺
族
は
死
者

の
弔
い
に
専
念
し
た
葬
儀
が
、
共
同
体
が
崩
れ
て
葬

儀
社
に
外
注
す
る
時
代
と
な
り
、
葬
儀
の
一
切
が
遺

族
の
負
担
に
な
っ
た
。
更
に
高
齢
者
世
帯
が
多
く
な

り
配
偶
者
を
亡
く
す
と
子
供
も
頼
り
に
出
来
ず
、
遺

族
を
ケ
ア
す
る
存
在
も
無
く
、
高
齢
者
が
孤
立
し
て
、

そ
れ
に
関
わ
る
人
が
い
な
く
な
っ
て
い
る
事
も
大
き

な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

中
野
東
禅
師
　
私
は
曹
洞
宗
教
化
研
修
所
で
長
年

教
化
論
に
携
わ
っ
て
来
た
。
研
究
者
と
し
て
の
立
場

で
葬
儀
が
直
面
し
て
い
る
問
題
を
整
理
し
て
み
た
い
。

ま
ず
反
仏
教
葬
儀
の
動
き
と
、
散
骨
や
自
然
葬
等
の

反
仏
教
感
情
が
あ
る
。
次
に
高
額
な
葬
儀
料
や
戒
名

料
・
戒
名
の
階
層
化
・
基
本
戒
名
に
料
金
が
あ
る
こ

と
の
是
非
も
仏
教
内
部
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

　
無
縁
墓
や
合
葬
墓
の
問
題
や
核
家
族
化
の
反
動
で

華
美
な
葬
儀
と
な
り
、
祀
り
方
も
家
族
・
習
俗
の
変

化
と
習
慣
へ
の
無
知
で
混
乱
し
て
い
る
。
次
に
救
済

・
安
心
意
識
の
稀
薄
化
で
宗
教
的
儀
礼
に
価
値
を
見

い
だ
せ
ず
、
癒
さ
れ
な
い
人
達
が
増
え
て
来
て
い
る
。

　
こ
の
解
決
の
問
題
と
し
て
①
僧
侶
や
寺
院
が
経
営

中
心
・
儀
礼
化
し
て
救
済
意
識
が
不
足
し
て
な
い
か
。

②
救
済
意
識
を
明
確
化
し
、
癒
し
の
究
極
を
成
仏
と

考
え
、
そ
れ
を
ど
う
実
現
し
伝
達
で
き
る
か
が
重
要

で
は
な
い
か
。
悟
り
と
あ
の
世
を
複
合
化
さ
せ
た
も

の
を
死
後
の
世
界
と
考
え
、
仏
教
を
信
じ
悟
り
に
憧

れ
て
あ
の
世
に
行
く
人
々
を
無
条
件
に
救
う
た
め
に
、

基
本
の
戒
名
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
も
良
い
の
で
は
。

③
仏
教
に
葬
儀
を
依
頼
す
る
人
達
を
守
備
範
囲
と
限

定
し
言
う
べ
き
事
を
言
い
や
す
く
す
る
必
要
は
な
い

か
。
④
必
要
に
応
じ
た
情
報
公
開
等
を
し
て
信
頼
回

復
と
自
浄
努
力
を
明
示
す
る
必
要
は
な
い
か
。

　
大
村
英
昭
師
　
無
仏
派
文
化
人
・
東
京
発
信
型
マ

ス
コ
ミ
の
反
仏
教
の
姿
勢
・
情
報
が
葬
儀
の
問
題
を

混
乱
さ
せ
て
い
る
。
彼
ら
の
論
理
で
は
、
人
は
死
ん

だ
ち
ゴ
ミ
に
な
る
は
ず
だ
。
仏
（
ぶ
つ
）
と
は
覚
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

る
者
と
い
う
覚
者
を
い
い
、
死
者
は
ホ
ト
ケ
と
呼
ん

で
区
別
し
て
い
た
が
、
我
々
の
先
祖
は
仏
教
を
学
ぶ

過
程
で
死
ん
だ
ら
ホ
ト
ケ
、
そ
れ
を
仏
（
ぶ
つ
）
と

呼
び
仏
教
者
の
知
恵
で
結
び
付
け
、
死
ん
だ
ら
人
は

全
て
平
等
、
敵
も
味
方
も
悪
人
も
死
ん
だ
ら
ホ
ト
ケ
、

そ
し
て
仏
（
ぶ
つ
）
と
呼
び
懇
ろ
に
葬
り
供
養
し
た
。

　
悪
事
を
死
で
お
詫
び
す
る
滅
罪
の
儀
式
も
出
来
た
。

と
り
な
し
の
文
殊
菩
薩
や
地
蔵
菩
薩
に
願
を
掛
け
る

事
も
出
来
た
。
こ
こ
か
ら
死
後
戒
名
の
こ
と
は
十
分

説
明
出
来
る
。
明
治
維
新
以
前
の
我
々
の
先
祖
は
民

族
の
知
恵
で
死
ん
だ
ち
仏
と
決
め
て
い
た
。
そ
れ
が

仏
教
の
仏
と
違
う
と
言
う
な
ら
日
本
ホ
ト
ケ
教
と
呼

ん
で
も
良
い
。
と
こ
ろ
が
反
仏
教
文
化
人
の
せ
い
で

ホ
ト
ケ
に
な
る
と
言
う
こ
と
が
解
ら
な
く
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
著
名
な
物
理
学
者
も
、
自
分
の
娘
が
亡

く
な
る
時
に
死
ん
だ
ら
ゴ
ミ
に
な
る
と
は
言
え
な
か

っ
た
。
人
間
は
後
生
を
祈
る
や
る
せ
な
い
思
い
を
ど

う
表
現
し
て
来
た
か
。
彼
ら
は
死
ん
だ
ら
ホ
ト
ケ
に

な
る
と
い
う
素
晴
ら
し
い
文
化
を
壊
し
た
に
も
拘
ら

ず
ゴ
ミ
に
な
る
だ
け
と
は
思
い
切
れ
な
い
。
散
骨
推

進
派
は
自
然
葬
を
進
め
る
会
と
呼
び
、
仏
に
も
成
れ

な
い
ゴ
ミ
に
も
な
ら
な
い
自
然
に
帰
る
と
言
っ
て
い

る
が
場
所
に
拘
っ
て
散
骨
し
て
お
り
矛
盾
し
て
い
る
。

　
か
け
が
え
の
な
い
人
を
失
っ
た
や
る
せ
な
い
思
い

を
我
々
仏
教
者
が
ど
う
表
現
し
て
来
た
か
を
真
剣
に

考
え
た
ら
葬
式
無
用
と
は
言
え
な
い
は
ず
だ
。
仏
教

者
と
し
て
堂
々
と
議
論
す
べ
き
だ
。
　
　
　
（
続
く
）

一5一
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％
拳

（’
期
の
蒔
　
姜
三
四

浄
土
真
宗
本
願
寺
白
総
　
　
長
豊
　
原
　
大
成
総
　
　
務
北
島
経
　
昭
　
同
　
　
石
上
智
康
　
同
　
　
武
田
昭
英
　
同
　
　
不
二
川
公
勝
　
同
　
　
大
沼
善
龍
京
都
市
下
京
区
堀
川
通
花
屋
町
下
ル
〒
㎝
－
㎜
〇
七
五
（
三
七
一
）
五
一
入
一
F
A
X
　
O
七
五
（
三
五
一
）
＝
一
一
一

真
宗
大
谷
派
宗
務
総
長
木
　
越
　
　
　
樹
参
　
　
務
高
浜
純
雄
鯵
務
購
安
原
　
晃
影
進
本
馬
石
川
正
生
参
　
　
務
永
尾
章
典
参
　
　
務
菊
池
顕
正
京
都
市
下
京
区
鳥
丸
通
七
条
上
る
　
　
　
　
常
葉
町
七
五
四
〒
㎜
…
1
鰯
〇
七
五
（
三
七
一
）
九
一
八
一
（
代
表
）

一6一

　一
亀

濁



全　仏 1999年1月1日

真
言
宗
豊
山
派
宗
務
所

管
　
長
濱
野
堅
照

宗
務
総
長
鳥
居
愼
轡

教
務
部
長
若
　
槻
　
繁
　
隆

総
務
部
長
門
井
侃
雄

教
化
部
長
中
川
祐
聖

財
務
部
長
鴇
　
　
晃
秀

麟
化
セ
ン
タ
品
小
野
塚
　
幾
　
甲

虫
胤
タ
勘
田
代
弘
興

東
京
都
文
京
区
大
塚
五
－
四
〇
一
入

〒
m
－
㎜
〇
三
（
三
九
四
五
）
〇
六
三
九

浄
土
宗

浄
土
門
主
中
村
康
隆

宗
務
総
長
成
田
有
恒

総
務
局
長
江
口
定
信

教
学
局
長
袖
山
榮
眞

財
務
局
長
近
藤
正
也

社
会
局
長
吉
田
昭
壽

東
京
事
務
所
長
入
木
季
生

総
長
公
室
長
言
野
原
　
賢
　
史

出
版
室
長
小
林
正
道

同
和
推
進

事
務
局
長

同
和
推
進

事
務
局
参
与

出
　
口
　
芳
　
演

境

順
正

　
　
　
　
　
職
員
　
一
　
同

浄
土
宗
宗
務
庁

京
都
市
東
山
区
林
下
町
四
〇
〇
1
入

　
　
　

〒
鰯
－
㈱
〇
七
五
（
五
二
五
）
二
二
〇
〇

F
A
X
　
O
七
五
（
五
三
一
）
五
一
〇
五

浄
土
宗
東
京
事
務
所

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
f
七
一
四

　
　
　

〒
鵬
－
㎜
〇
三
（
三
四
三
六
）
三
三
五
一

F
A
X
　
O
三
（
三
四
三
四
）
〇
七
四
四

臨
済
宗
妙
心
寺
派

宗
務
本
所

管
　
長
松
山
寛
恵

宗
務
総
長
細
川
景
一

総
務
部
長
後
　
藤
　
牧
　
魯
不

教
学
部
長
藤
原
東
演

財
務
部
長
瀬
古
眞
隆

糀
細
砂
微
笑
義
教

法
務
部
長
津
田
清
章

四
脚
飴
見
浦
宗
山

京
都
市
右
京
区
花
園
妙
心
寺
町
六
四

〒
棚
－
脳
〇
七
五
（
四
六
三
）
ご
＝
二
一

天
台
宗
務
庁

天
台
座
主
渡

宗
務
総
長
藤

参
　
　
務

　
　
　
　
可

総
務
部
長

参
　
　
務

　
　
　
　
植

法
人
部
長

鯵
務
部
脇
大
谷

鯵
学
部
賄
即
真

参
　
　
務

　
　
　
　
志
鳥

社
会
部
長

参
　
　
務

一
隅
を
照
ら
す
獅
子
王

運
動
総
本
部
長

邊
恵

　
光

児
光

田
恵

　
正

　
尊

　
融

　
圓

萎萎永秀道罷真泰

秋
騨
噸
躰
響
望
藩
萌
〇
二
二
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斬
拳．

　
一

ζ ’
（
≦
　
戸

鑑

東
京
都
仏
教
連
合
会
会
　
　
長
駒
野
教
格
理
事
長
白
　
川
底
敬
事
務
局
長
加
　
藤
　
隆
　
宣
東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
　
　
　
三
一
五
一
十
五
　
紀
要
寺
内
〒
班
－
㎜
〇
三
（
三
四
九
一
）
二
五
七
一
F
A
X
　
O
三
（
三
七
七
九
）
五
〇
入
四

総
本
山
仁
和
寺
真
言
宗
御
室
派
罰
　
一
三
　
智
範
繍
欝
嚴
佐
藤
令
宜
三
下
部
師
立
部
弓
道
猟
学
部
衛
三
　
池
　
孝
　
野
鴨
務
部
節
沖
　
田
　
定
　
信
京
都
市
右
京
区
御
室
大
内
三
三
〒
鵬
－
㎜
〇
七
五
（
四
六
一
）
＝
五
五
F
A
X
　
O
七
五
（
四
六
四
）
四
〇
七
〇

大
阪
府
佛
教
会
会
　
　
長
吉
　
田
　
英
　
哲
副
会
長
増
　
田
　
貞
　
圓
　
　
同
　
　
北
　
村
　
日
　
照
　
　
同
　
　
三
半
幸
　
三
　
　
同
　
　
長
　
洲
　
　
　
眞
事
務
局
長
井
　
桁
　
雄
　
弘
大
阪
市
住
吉
区
墨
江
三
丁
目
十
七
番
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
圓
寺
内
〒
珊
－
㎜
〇
六
（
六
六
七
一
）
三
二
五
九
F
A
X
　
O
六
（
六
六
七
三
）
五
〇
〇
四

灘
襲
　
慧

愛
知
県
仏
教
会
会
　
　
長
岩
　
田
　
文
有
副
会
長
玉
井
康
之
　
　
同
　
　
近
藤
真
道
　
　
同
　
　
岡
田
泰
成
日
進
市
岩
崎
台
一
一
一
二
四
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
観
音
寺
内
〒
姻
－
脳
〇
五
六
一
七
（
二
）
三
二
五
入

　
　
割
鼠
（
’
『
甕
臓
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1999年1月1日全 仏

（

舗
　
三
≦
騒
　
毛

真
言
宗
善
通
寺
派
宗
務
庁
総
本
山
善
通
寺
灘
　
叛
高
吉
清
順
綜
讃
総
嚴
樫
原
禅
澄
香
川
県
善
通
寺
市
善
通
寺
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
－
三
－
一
〒
隔
－
鰯
○
入
七
七
（
六
二
）
〇
一
一
一

・
（

黄
彙
宗
大
本
山
萬
福
寺
黄
葉
宗
宗
務
本
院
管
　
　
長
林
　
　
　
白
丁
宗
務
総
長
赤
　
松
　
達
　
明
財
務
部
長
中
島
義
　
晃
庶
務
部
長
中
　
澤
　
元
　
重
教
学
部
長
秦
　
　
　
旭
光
宇
治
市
五
ヶ
庄
三
番
割
三
四
〒
㎝
－
㎜
〇
七
七
四
（
三
二
）
三
九
〇
〇
F
A
X
　
O
七
七
四
（
三
二
）
六
〇
入
入

辮
講

胴
壌
　
　
μ
藝
「

鎌
諏

新
潟
県
仏
教
会
会
　
　
長
中
村
啓
　
識
副
　
会
　
長
　
河
　
A
P
　
憲
　
敬
　
　
同
　
　
春
　
日
　
浩
三
　
　
同
　
　
藤
原
　
　
　
馨
　
　
同
　
　
廣
　
川
　
智
　
彰
事
務
局
長
小
　
林
　
秀
　
徳
長
岡
市
上
田
隠
子
ー
二
五
　
弓
台
寺
内
〒
蜘
－
㎜
〇
二
五
入
（
三
三
）
一
五
二
六

聖
観
音
宗
　
浅
草
寺
貫
　
　
首
清
水
谷
孝
尚
執
事
長
小
岩
井
　
貫
　
承
東
京
都
台
東
区
浅
草
ニ
ー
三
－
一
〒
m
－
㎜
〇
三
（
三
入
四
二
）
〇
一
入
一
F
A
X
　
O
三
（
三
入
四
五
）
六
九
三
三

ρ
ゴ
『
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仏全1999年1月1日

鴨

’

融
通
早
漏
宗
総
本
山
大
念
仏
寺

財
団
法
人
　
埼
玉
県
佛
教
会

福
島
県
仏
教
会

真
　
言
　
三
　
宝
　
宗
大
本
山
清
澄
寺

蒙

灘
　
蛾
白
井
慈
勲

会
　
　
長
江
　
連
俊
則

会
　
　
長
赤
穂
知
道

囎
　
蛾
坂
本
光
謙

副
会
長
酒
井
文
雄

役
職
員
　
一
　
同

綜
儲
嚴
藤
本
浄
海

弓

’
≦

場

綜
瀦
羅
嚴
森
　
田
　
昭
　
光

同
　
　
目
　
黒
　
靖
　
淳

郡
山
市
安
積
町
笹
川
字
御
所
前
二
入

鰍斎

?
p
既
村
　
越
　
英
　
明

（

、

漱
群
繍
仁
尾
　
垣
　
良
　
格

専
務
理
事
萩
　
野
　
映
　
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
性
寺
内
〒
鵬
－
㎜
〇
二
四
（
九
五
九
）
一
一
＝
五
六
F
A
X
O
二
四
（
九
五
九
）
一
一
＝
五
六

宝
塚
市
米
谷
字
清
シ
一
番
地
〒
鰯
－
㎜
〇
七
九
七
（
入
六
）
六
六
四
一

璽

’
M

．
難

庶
務
部
長
門
　
林
　
義
　
博

常
務
理
事
勝
　
山
　
良
　
盛
　
　
同
　
　
金
子
泰
嶽

信
　
貴
　
山
　
真
　
言
　
宗
総
本
山
信
貴
山
朝
護
孫
子
寺
代
表
管
長
田
　
中
　
真
　
瑞

本
　
門
　
佛
　
立
　
宗
本
　
山
　
宥
　
清
　
寺
講
　
　
有
井
上
　
日
慶

同
　
　
嘉
村
義
正
　
　
　
　
　
　
　
’

管
　
　
長
鈴
木
風
永

宗
務
総
長
小
　
山
　
日
　
誠

鎌高
等 飼

冨

影
壁
繍
嚴
今
　
田
　
章
　
介
大
阪
市
平
野
区
平
野
上
町
　
　
　
　
　
　
　
一
－
七
－
二
六
〒
誹
－
燭
〇
六
（
六
七
九
一
）
○
〇
二
六

　
　
同
　
　
腰
塚
麟
也
浦
和
市
高
砂
四
1
＝
二
i
一
入
〒
鰯
－
㎜
〇
押
入
（
入
六
一
）
二
＝
二
号
F
A
X
　
O
四
入
（
八
六
四
）
六
六
四
九

宗
務
長
鈴
　
木
　
貴
　
晶
寺
務
長
野
澤
密
孝
奈
良
県
生
駒
郡
平
郡
町
信
貴
山
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
入
O
l
一
〒
鰯
－
㎜
〇
七
四
五
（
七
二
）
二
二
七
七

本
山
宥
清
寺
〒
棚
－
脳
京
都
市
上
京
区
一
条
通
七
本
松
西
入
　
　
　
　
　
滝
ヶ
鼻
町
一
〇
〇
五
番
地
の
一
　
T
E
L
　
O
七
五
（
四
六
三
）
四
六
二
〇
㈹
　
F
A
X
　
O
七
五
（
四
六
三
）
四
六
五
一
本
門
佛
立
宗
宗
務
本
庁
〒
㎜
－
蹴
京
都
市
上
京
区
御
前
通
一
条
上
る
　
　
　
　
　
東
竪
町
一
一
〇
番
地
　
T
E
五
　
〇
七
五
（
四
六
一
と
一
六
六
㈹
　
F
A
X
　
O
七
五
（
四
六
四
）
五
五
九
九
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、

戸

顕
本
法
華
宗

神
奈
川
県
仏
教
会

真
言
宗
大
覚
寺
派
大
本
山
　
大
覚
寺

、
密
睾

管
　
　
長
吉
　
永
　
日
　
晴
宗
務
総
長
中
　
山
　
昭
　
夫

会
　
　
長
小
崎
龍
雄

謄
　
賑
片
山
宥
雄
念
法
眞
教
教
団
総
本
山
金
剛
寺

（

．
’
≦

宗
務
次
長
山
　
本
　
学
　
人

副
会
長
横
　
山
敏
　
明

綜
嬬
三
三
安
俊
道

ご
一
　
　
匿

ρ

財
務
部
長
白
　
井
　
謙
　
光

同
　
　
佐
藤
行
信
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
大
沢
町
四
〒
㎝
－
蹴
〇
七
五
（
入
七
一
）
○
〇
七
一

大
阪
市
鶴
見
区
緑
三
一
四
－
二
二
〒
鵬
－
㎜
〇
六
（
六
九
一
一
）
二
一
〇
一

布
教
部
長
阿
　
曽
　
久
　
成

4
一

蟻
社
会
部
長
鈴
　
木
　
無
　
着
教
務
部
長
奥
　
村
　
智
　
学

同
　
　
滝
　
川
覚
道

真
言
宗
須
磨
寺
派
大
本
山
須
磨
寺

兵
庫
県
仏
教
会
会
　
　
長
高
見
寛
康

庶
務
部
長
三
　
坂
　
岳
　
応

同
　
　
本
間
孝
康

貫
　
　
主
小
池
弘
三

副
会
長
大
　
谷
　
昭
　
世

同
　
　
衣
笠
諦
道

事
務
局
長
丸
　
山
　
邦
　
雄

寺
　
務
　
長
　
吉
　
井
　
恵
　
貫

覇
μ

榎

京
都
市
左
京
区
岩
倉
幡
枝
町
九
十
一
〒
㎜
－
㎜
〇
七
五
（
七
九
一
）
七
一
七
一

横
浜
市
中
区
大
平
町
九
六
　
西
有
寺
内

神
戸
市
須
磨
区
須
磨
寺
町
四
－
六
－
入

事
務
局
長
高
　
見
　
寛
　
信
神
戸
市
灘
区
原
田
通
三
丁
目
五
－
十
入

F
A
X
　
O
七
五
（
七
九
一
）
七
二
六
七
〒
蹴
－
㎜
〇
四
五
（
六
六
一
）
〇
一
六
六

〒
鰍
－
㎜
〇
七
入
（
七
三
一
）
〇
四
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
剛
福
寺
内
〒
㎝
－
㎜
〇
七
入
（
入
六
一
）
四
〇
四
四

一一 P1一
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、

戸

羅

扇

時
宗
総
本
山
清
浄
光
寺
（
遊
行
寺
）
法
　
　
主
河
　
野
憲
善
神
奈
川
県
藤
沢
市
西
富
一
－
入
一
一
〒
捌
－
㎜
〇
四
六
六
（
二
三
）
七
二
七
六

全
日
本
仏
教
青
年
会
理
事
長
矢
坂
誠
徳
事
務
局
長
神
　
田
　
謙
　
光
事
務
局
次
長
瀬
　
高
　
順
　
教
事
務
局
次
長
松
　
本
　
順
　
司
神
戸
市
兵
庫
区
門
口
町
三
－
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
厳
寺
内
〒
睨
－
㎜
〇
七
入
（
六
入
一
）
一
九
五
一

法
相
宗
管
　
　
長
多
　
川
霧
映
奈
良
市
登
大
路
町
四
入
　
　
　
　
　
　
　
　
法
相
宗
興
福
寺
〒
㎝
－
㎜
〇
七
四
二
（
二
二
）
七
七
五
五

ぐ

“
．
≦

鷺

「
　
幽灘

馨

静
岡
県
仏
教
会
会
　
　
長
佐
々
木
　
盛
　
英
田
方
郡
戸
田
村
戸
田
一
五
二
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
寺
内
〒
㎝
－
躍
〇
五
五
入
（
九
四
）
二
二
〇
六
F
A
X
　
O
五
五
八
（
九
四
）
四
四
三
七

簗
銭

匂

一
「

　
一
馳
～
駈
§

　
岐
阜
県
仏
教
会
岐
阜
市
西
野
町
三
1
一
　
　
　
本
願
寺
岐
阜
西
別
院
　
　
　
　
　
　
　
南
門
入
口
〒
㎜
－
㎜
〇
五
入
（
二
六
六
）
七
入
〇
三
F
A
X
　
O
五
八
（
二
六
六
）
七
入
〇
三

新
　
義
　
真
　
言
　
宗
東
京
都
文
京
区
湯
島
四
一
六
－
一
二
湯
島
ハ
イ
タ
ウ
ン
B
一
＝
二
一
〒
m
－
㎜
〇
三
（
三
入
一
四
）
三
四
六
四

一12一
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京
都
府
仏
教
連
合
会

愛
媛
県
仏
教
会

京
都
仏
教
会

臨
済
宗
円
覚
寺
派

理
事
長
細
　
川
　
景
　
一

輪

螂

理
　
　
事
豊
　
原
　
大
　
成

会
　
　
長
谷
本
二
三

会
　
　
長
東
伏
見
慈
沿

同
　
　
木
越
　
　
樹

同
　
　
牧
　
　
達
雄
同
　
　
楠
　
　
　
宗
親

副
会
長
吉
　
川
　
俊
　
宏

理
事
長
有
馬
頼
底

大
本
山
円
　
　
覚
　
　
寺

‘ ’
（
竪
’
戸

．
ン
慨

同
　
　
仲
　
田
　
順
　
和
同
　
　
杉
　
若
恵
　
隆
同
　
　
村
上
丁
霊
同
　
　
西
　
山
　
哲
　
昭

　
　
伺
　
　
武
内
正
　
和
室
　
　
事
金
崎
義
昌

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
鳥
丸
東
入
　
　
　
相
國
寺
門
前
町
六
八
四
一
一
〒
臓
－
㎜
〇
七
五
（
二
二
三
）
六
九
七
五
F
A
X
　
O
七
五
（
二
二
三
）
六
九
七
六

鎌
倉
市
山
ノ
内
四
〇
九
〒
脚
－
㎜
〇
四
六
七
（
二
二
）
〇
四
七
入

、
籔

　
　
同
　
　
桃
井
晋
城
　
　
同
　
　
宮
　
田
　
宏
　
賢
　
　
同
　
　
川
島
謙
宗
　
　
同
　
　
加
藤
章
善
監
　
　
事
松
下
　
日
　
騨
　
　
同
　
　
伊
藤
喬
淳

　
　
同
　
　
越
　
智
　
正
　
道
事
務
局
長
叶
　
　
　
義
隆
会
　
　
計
世
良
白
丁

孝
道
山
本
仏
殿
統
　
　
理
岡
野
　
正
　
貫

財
団
法
人
国
際
仏
教
興
隆
協
会
理
事
長
川
井
匡
俊
事
務
総
長
土
　
佐
　
舜
　
成

（h

f
・箋
鷹

あ
M

事
務
総
長
津
　
田
　
清
　
章
　
　
　
　
　
事
務
総
局
貝
一
同
京
都
市
右
京
区
花
園
妙
心
寺
十
一
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妙
心
寺
内
）
〒
鵬
－
脳
〇
七
五
（
四
六
一
）
五
二
二
六

　
　
　
　
　
役
員
　
一
　
同
愛
媛
県
越
智
郡
朝
倉
村
上
甲
九
一
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
光
蔵
寺
内
〒
㎜
－
㎜
○
入
九
入
（
五
六
）
二
二
〇
四

副
統
理
岡
　
野
　
鄭
　
子
横
浜
市
神
奈
川
区
鳥
越
三
入
〒
蹴
－
㎜
〇
四
五
（
四
三
二
）
一
二
〇
一

　
　
　
　
　
役
員
　
一
　
同
東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
五
－
二
四
i
五
三
〒
旧
－
㎜
〇
三
（
三
七
一
一
）
七
六
〇
入
F
A
X
　
O
三
（
三
七
一
一
）
七
六
七
三

一13一
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仏全1999年1月1日

　
去
る
十
一
月
十
九
日
午
後
二
時
よ
り
、
神
社
本
庁

を
会
場
に
、
日
本
宗
教
連
盟
主
催
に
よ
る
第
十
五
回

「
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
催
さ
れ
た
。

　
今
回
は
公
認
会
計
士
の
田
中
義
幸
氏
が
「
宗
教
法

人
は
な
ぜ
非
課
税
か
」
を
テ
ー
マ
に
講
演
を
行
っ
た
。

以
下
講
演
要
旨
を
紹
介
す
る
。
　
（
文
責
　
社
会
部
）

　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
※

　
宗
教
法
人
の
非
課
税
論
に
は
、
消
費
税
の
非
課
税
、

固
定
資
産
税
の
非
課
税
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で

中
心
に
な
る
の
は
、
法
人
の
所
得
に
対
す
る
税
と
し

て
の
法
人
税
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
現
在
の
法
人
税
法
で
は
、
収
益
事
業
に
関
わ
る
所

得
に
は
課
税
さ
れ
る
が
、
宗
教
法
人
の
中
心
事
業
で

あ
る
宗
教
活
動
は
非
課
税
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
宗
教
活
動
非
課
税
の
根
拠
と
し
て
よ
く
言

わ
れ
る
の
は
、
宗
教
法
人
の
公
益
性
の
論
理
で
あ
る
。

　
宗
教
団
体
は
、
本
来
的
に
は
国
や
地
方
公
共
団
体

が
行
う
べ
き
サ
ー
ビ
ス
を
肩
代
わ
り
し
て
行
い
、
こ

れ
が
公
益
の
増
進
に
役
立
っ
て
い
る
と
す
る
主
張
が

あ
る
。
ま
た
、
宗
教
法
人
は
宗
教
活
動
な
ど
を
通
じ

て
、
社
会
の
多
元
化
と
か
安
寧
に
積
極
的
に
貢
献
し

て
い
る
と
い
う
点
で
公
益
性
が
あ
る
と
す
る
主
張
も

繰
り
返
し
行
わ
れ
て
来
て
い
る
。

　
し
か
し
、
私
自
身
は
こ
う
し
た
精
神
論
的
非
課
税

論
に
、
も
う
少
し
論
理
的
補
強
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
現
在
の
日
本
の
宗
教
法
人
が
置
か

れ
て
い
る
税
制
の
現
状
を
押
さ
え
て
み
る
と
、

日本宗教連盟

第15回宗教と税制シンポジウム

宗教法人はなぜ非課税か

　
ま
ず
最
初
に
、

制
上
で
は
、
1
、

種
の
事
業
団
、

種
基
金
、

益
財
団
法
人
、

福
祉
法
人
、

合
、
共
済
組
合
、

ど
。

公認会計＝t：

田中義幸

　
　
金
融
公
庫
、

振
興
会
な
ど
）
、

　
　
公
益
社
団
法
人
、

宗
教
法
人
、

　
　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

プ
に
入
る
の
は
一
般
的
に

て
い
る
も
の
に
限
ら
な
い
、

に
入
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

を
求
め
ら
れ
て
い
な
い
点
に
注
意
）

　
m
、
人
格
の
な
い
社
団
等
（
法
人
格
の
な
い
任
意

の
団
体
で
、
規
約
を
持
ち
団
体
を
構
成
し
、
意
志
決

定
方
法
、
運
営
方
法
、
財
産
管
理
方
法
な
ど
が
定
め

納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
法
人
税

公
共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
、
各

　
　
　
　
特
殊
銀
行
、
公
団
、
各

　
　
　
　
H
、
公
益
法
人
等
（
公

　
　
　
　
　
　
学
校
法
人
、
社
会

　
　
　
更
生
保
護
法
人
、
労
働
組

更
生
年
金
基
金
、
商
工
会
議
所
な

　
　
　
　
　
税
法
上
こ
の
グ
ル
ー

　
　
　
「
公
益
法
人
」
と
呼
ば
れ

　
　
　
　
ま
た
「
公
益
法
人
等
」

　
　
　
　
　
　
必
ず
し
も
公
益
性

ら
れ
て
い
て
、
独
立
し
た
社
会
活
動
を
し
て
い
る
団

体
。
法
人
税
法
上
の
定
義
と
し
て
は
、
法
人
で
な
い

社
団
ま
た
は
財
団
で
代
表
者
、
ま
た
は
管
理
人
の
定

め
の
あ
る
も
の
。
法
人
と
み
な
さ
れ
て
法
人
税
の
適

用
を
受
け
る
た
め
、
み
な
し
法
人
と
よ
ば
れ
る
）

　
N
、
協
同
組
合
（
農
業
、
漁
業
、
森
林
、
事
業
、

信
用
金
庫
、
労
働
金
庫
、
農
林
金
庫
、
商
工
中
金
な

ど
。
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
団
体
は
、
団
体
構
成
員
の

相
互
扶
助
、
共
通
利
益
に
供
ず
る
と
い
う
こ
と
を
目

的
と
す
る
た
め
公
益
性
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
利
益
の
蓄
積
や
分
配
そ
の
も
の
を
事
業
目
的
と

し
て
は
な
ら
な
い
が
、
結
果
と
し
て
生
じ
た
剰
余
金

の
分
配
は
是
認
さ
れ
て
い
る
）

　
V
、
普
通
法
人
（
1
～
W
に
属
さ
な
い
法
人
、
株

式
、
合
名
、
合
資
、
有
限
会
社
な
ど
営
利
会
社
が
中

心
。
事
業
利
益
の
分
配
を
目
的
。
ま
た
、
例
外
的
に

損
保
会
社
、
医
療
法
人
も
含
ま
れ
る
）
以
上
の
五
つ

に
区
分
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
V
、
普
通
法
人
の
グ
ル
ー
プ
を
便
宜
的
に

「
営
利
法
人
」
、
こ
れ
以
外
の
法
人
を
、
営
利
を
目

的
に
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
「
非
営
利
法
人
」
と
呼

ぶ
が
、
こ
れ
は
税
法
上
の
分
類
で
は
な
い
。
こ
れ
ら

五
つ
の
納
税
義
務
者
ご
と
の
税
制
適
用
の
現
状
は
別

表
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
H
、
公
益

法
人
等
が
収
益
事
業
か
ら
収
益
事
業
以
外
の
事
業
に

対
し
て
支
出
し
た
金
額
は
一
定
の
額
ま
で
寄
付
金

（
み
な
し
寄
付
金
）
と
み
な
さ
れ
損
金
算
入
で
き
る
。
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納税義務者別の税制適用の現状表別
　
次
に
法
人
税
の
性
格
、
課
税
の
根
拠
に
つ
い
て
は

①
法
人
税
は
所
得
税
の
前
取
り
で
あ
る
と
す
る
考
え

方
（
法
人
擬
制
説
）
、
②
法
人
税
は
、
法
人
固
有
の

担
税
力
に
着
目
し
て
納
め
る
税
（
法
人
実
在
説
）
で

あ
る
と
す
る
二
時
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
①
法
人
擬
制
説
で
は
、
法
人
は
株
主
の
集
合
体
に

過
ぎ
な
い
と
考
え
、
法
人
の
所
得
も
究
極
的
に
は
個

人
で
あ
る
株
主
に
帰
属
し
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

法
人
税
は
株
主
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
配
当
に
対
す

る
所
得
税
の
前
取
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が

国
を
は
じ
め
世
界
の
主
要
先
進
国
は
、
法
人
擬
制
説

に
基
づ
く
法
人
税
制
を
採
用
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
法
人
擬
制
説
に
立
っ
た
場
合
、
先
に
述
べ

納税義務者
非収益

幕ﾆ
収　益

幕ﾆ
みなし

�t金 税率

1公共法人 一 一 一 一

II公益法人

一 課税 ある 25％

m人格のな

@い社団等 一
課税

一
25％・34．5％

W協同組合

@等
課税 課税

『 25％

V普通法人 課税 課税
一
25％・34．5％

た
よ
う
に
法
人
所
得
は
最
終
的
に
個
人
に
帰
属
す
る

形
で
配
当
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
法
人
の
段
階
で
課

税
が
行
わ
れ
、
す
で
に
課
税
済
み
の
所
得
に
対
し
、

さ
ら
に
個
人
の
段
階
で
も
課
税
が
行
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
二
重
課
税
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
そ
こ
で
、
個
人
の
負
担
す
る
税
金
か
ら
法
人
で
前

払
い
し
た
法
人
税
の
分
を
控
除
す
る
た
め
に
、
わ
が

国
に
は
所
得
税
の
税
額
控
除
制
度
が
あ
り
、
部
分
的

に
二
重
課
税
が
解
除
さ
れ
る
制
度
に
な
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
先
の
法
人
税
の
納
税
義
務
者
の
五
つ
の
グ

ル
ー
プ
の
う
ち
、
所
得
・
利
益
の
分
配
を
行
う
の
は
、

N
、
協
同
組
合
等
、
V
、
普
通
法
人
の
二
つ
で
、
1
、

公
共
法
人
、
H
、
公
益
法
人
等
、
m
、
人
格
の
な
い

社
団
等
は
行
わ
な
い
。
そ
し
て
法
人
擬
制
説
に
立
て

ば
、
こ
れ
ら
利
益
配
当
を
行
わ
な
い
グ
ル
ー
プ
に
課

税
す
る
根
拠
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
次
に
、
②
法
人
実
在
説
の
立
場
で
は
、
自
然
人
が

経
済
活
動
を
し
て
利
益
な
ど
を
得
、
そ
れ
に
課
税
さ

れ
る
の
と
同
様
に
、
法
人
が
経
済
主
体
と
七
て
活
動

し
、
活
動
の
成
果
と
し
て
所
得
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ

に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
法
人
税
と
株
主
の
配
当

に
対
す
る
所
得
税
は
全
く
別
の
も
の
で
、
二
重
課
税

に
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
配
当
控
除
な
ど
の
調
整
は

必
要
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
法
人
実
在
説
は
、

法
人
が
負
担
す
る
法
人
税
を
、
消
費
者
に
転
嫁
で
き

る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
価

格
の
引
き
上
げ
を
手
段
と
し
て
消
費
者
に
負
担
を
求

め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、
法
人
実
在
説
の

根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
普
通
法
人
な
ど
は
税
の
価
格
転
嫁
が
可

能
で
あ
る
が
、
宗
教
法
人
で
は
、
宗
教
活
動
に
伴
う

収
入
は
信
者
等
か
ら
の
寄
付
、
喜
捨
な
ど
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
定
価
、
対
価
性
が
な
く
価
格
転
嫁
性

を
持
た
ず
、
こ
れ
に
担
税
力
を
認
め
る
の
は
無
理
が

あ
る
。
従
っ
て
法
人
実
在
説
も
、
宗
教
法
人
の
宗
教

活
動
に
対
し
て
の
課
税
の
根
拠
に
な
ら
な
い
。
し
か

し
逆
に
、
宗
教
法
人
の
収
益
事
業
へ
の
課
税
に
関
し

て
は
、
こ
の
法
人
実
在
説
が
根
拠
と
な
る
。

　
つ
ま
り
、
宗
教
法
人
の
宗
教
活
動
へ
の
課
税
の
根

拠
は
、
①
法
人
擬
制
説
、
②
法
人
実
在
説
ど
ち
ら
か

ら
も
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
単
に
宗
教
活
動
に
公

益
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
法

人
税
の
構
造
自
体
に
、
宗
教
法
人
の
宗
教
活
動
に
対

し
て
の
課
税
論
理
装
置
を
具
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
も
し
宗
教
法
人
が
価
格
表
・
定
価
表
等

を
具
え
て
宗
教
活
動
を
行
う
と
す
る
と
、
②
法
人
実

在
説
に
基
づ
く
価
格
転
嫁
性
が
出
て
く
る
た
め
に
、

収
益
事
業
課
税
の
可
能
性
が
出
て
く
る
。
ま
た
そ
う

し
た
宗
教
法
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
原

則
課
税
に
し
て
、
そ
の
中
か
ら
審
査
を
し
て
免
税
に

す
る
と
い
う
方
向
も
出
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。
非

課
税
論
を
主
張
す
る
に
は
、
こ
う
し
た
点
に
も
配
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
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都
道
府
県
仏
教
会
代
表
者
会
議

　
さ
る
十
一
月
十
入
日
正
午
か
ら
、
東
京
の
築
地
本

願
寺
第
二
伝
道
会
館
を
会
場
に
、
本
年
度
の
都
道
府

県
民
教
会
代
表
者
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
三
帰
依
文

唱
和
の
後
、
蓮
事
務
総
長
挨
拶
、
出
席
者
自
己
紹
介

を
行
い
、
東
京
都
仏
教
連
合
会
理
事
長
の
白
川
謙
敬

師
を
座
長
に
選
出
し
、
議
事
に
入
っ
た
。

一、

ｽ
成
十
一
年
度
都
道
府
県
仏
教
会
負
担
金
に
つ

　
い
て

　
　
吉
橋
財
務
部
長
よ
り
今
年
度
と
同
額
で
予
算
計

　
上
し
た
い
旨
の
説
明
を
行
い
了
承
さ
れ
た
。
再
来

　
年
度
に
つ
い
て
は
、
負
担
金
の
検
討
委
員
を
選
任

　
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
、
ル
ン
ビ
一
一
－
園
マ
ヤ
堂
修
復
事
業
の
推
進
に
つ

築地本願寺で開催された
都道府県仏教会代表者会議

　
い
て

　
　
櫻
井
国
際
文
化
部
長
が
、
現
況
と
今
後
の
見
通

　
し
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

三
、
宗
教
法
人
法
改
定
に
伴
う
提
出
書
類
の
状
況
に

　
つ
い
て

　
　
本
会
顧
問
弁
護
士
の
長
谷
川
先
生
に
提
出
状
況

　
の
分
析
結
果
に
つ
い
て
説
明
戴
き
、
法
改
定
の
違

　
野
性
と
今
後
の
対
応
方
法
の
御
意
見
を
戴
い
た
。

四
、
第
三
十
八
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
開
催
に
つ
い
て

　
　
開
催
地
に
つ
い
て
事
務
総
局
に
て
個
別
に
折
衝

　
し
推
進
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。

国
際
仏
教
興
隆
協
会
祝
賀
会

　
去
る
十
一
月
三
日
噛
午
後
四
時
か
ら
京
都
ホ
テ
ル

で
、
国
際
仏
教
興
隆
協
会
三
十
周
年
祝
賀
会
が
開
催

さ
れ
た
。

　
三
帰
依
文
唱
和
、
土
佐
瞬
成
事
務
総
長
の
経
過
説

明
、
川
井
匡
俊
理
事
長
の
挨
拶
が
あ
り
、
イ
ン
ド
政

府
、
ス
リ
ラ
ン
カ
大
使
館
関
係
者
の
来
賓
挨
拶
へ
と

続
い
た
。
ま
た
、
清
興
と
し
て
イ
ン
ド
舞
踊
が
披
露

さ
れ
盛
会
で
あ
っ
た
。

大
阪
府
佛
教
徒
大
会

　
十
一
月
十
七
日
午
後
三
時
三
十
分
か
ら
、
ホ
テ
ル

日
航
大
阪
を
会
場
に
、
第
三
十
三
回
大
阪
府
佛
教
徒

大
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
第
一
部
の
式
典
で
は
、
オ
ル
ガ
ン
演
奏
、
女
性
合

唱
団
「
幸
」
の
歌
声
の
中
、
音
楽
法
要
が
荘
重
に
行

わ
れ
た
。
そ
し
て
吉
田
英
哲
大
阪
府
佛
教
会
会
長
の

挨
拶
、
府
佛
会
貝
住
職
の
在
任
三
十
年
表
彰
、
来
賓

祝
辞
と
続
い
た
。

　
第
二
部
は
、
「
宗
教
と
教
育
P
A
R
T
1
1
、
日
本

の
教
育
を
論
断
す
る
！
戦
後
教
育
五
十
年
の
光
と

影
」
を
テ
ー
マ
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
た
。

パ
ネ
リ
ス
ト
は
、
三
枝
樹
秀
夫
・
浄
土
宗
大
光
寺
住

職
、
川
崎
生
干
・
大
谷
女
子
短
期
大
学
教
授
、
多
田

遡
上
・
真
宗
大
谷
派
圓
乗
寺
住
職
が
、
ま
た
増
田
貞

圓
・
大
阪
府
佛
教
会
副
会
長
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

を
つ
と
め
、
現
代
の
教
育
と
宗
教
の
関
わ
り
と
今
後

の
課
題
が
多
角
的
に
論
じ
ら
れ
た
。

蓑
軋
翌
務
《
局
μ
劃
一
肇
ミ

　
三
日

　
四
日

　
九
日

　
＋
日

＋
一
日

＋
六
日

1
十
二
月
一

　
同
和
委
員
会

　
日
宗
連
理
事
会

局
内
会
議

法
律
相
談
室

常
務
理
事
会

　
東
京
ブ
デ
ィ
ス
ト
ク
ラ
ブ
成
道
会
参
列

田
岡
照
野
師
（
全
開
評
議
員
）

十
一
月
十
九
日
遷
化
　
七
十
四
歳

高
野
山
真
言
宗
総
務
部
長
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